
ストップ消費者被害‼

特殊詐欺の手口は巧妙化しており、被害にあう方が後を絶ちません。

被害を未然に防ぐには、

「呼び出し音が鳴る前に自動で相手に対し通話を録音する等の警告

メッセージを流す機能」及び「通話内容を自動で録音する機能」を備え

た特殊詐欺対策電話機または外付け機器が有効です。

この機会に

特殊詐欺対策をしませんか？

2023年度

神戸市特殊詐欺対策電話機等購入補助事業

＜問い合わせ＞
神戸市総合コールセンター

電話：０５７０－０８３３３０または０７８－３３３－３３３０

(年中無休８：００～２１：００)

FAX：０７８－３３３－３３１４

＜申請期間＞
2023年5月8日(月)～

2024年1月31日(水)

＜応募窓口＞
神戸市危機管理室 防犯対策担当

〒650-8570

神戸市中央区加納町6丁目5番1号

(市役所4号館2階)

参考：神戸市のホームページより抜粋

＜補助金の対象となる方＞

申請時点で、神戸市内にお住まいの65歳以上の方

（上記の方と同居されている方の申請も可能です）

＜補助金の対象となる機器＞

特殊詐欺対策機能の付いた固定電話機又は外付け機器

（①呼び出し音が鳴る前に自動で相手に対し通話を録音する等の警告メッセー

ジを流す機能②通話内容を自動で録音する機能の両方を備えた機器）

※対象機器以外を購入すると、補助金が受け取れません。
対象機器の詳細や該当の有無は、販売店頭等で、よくご確認ください。

＜補助金の額＞

固定電話機

⇒8,000円（ただし購入額が8,000円未満の場合は、購入額）

外付け機器

⇒4,000円（ただし購入額が4,000円未満の場合は、購入額）

※1世帯1台限り

※修理、点検、消耗品の交換、電気代、設置、配送等に係る経費は

対象外です。

＜補助対象期間＞
2023年４月１日(土)～2024年1月31日(水)までに購入した機器が対

象です。

＜申請の流れ＞
補助対象機器を購入後、補助金の申請をしてください。

申請書類は、北区役所・北神区役所の地域協働課にあります。

インターネットからのダウンロードもできます。


